
県立学校における受動喫煙防止対策の強化について 
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１ 受動喫煙防止対策強化に関する経過 

 ① H29年度「学校における受動喫煙防止対策実施状況調査」（H30.3.29文科省） 

   長野県公立学校の敷地内禁煙実施率は全国最下位（40.1％／受動喫煙防止対策は 100％実施） 

   【資料１、資料２】 

 ② 健康増進法改正案（H30.3月に国会提出） 

   学校は敷地内禁煙（H31年夏頃に施行の予定） 

 

２ 受動喫煙防止対策強化の概要 

  ① 内容：学校敷地内の全面的な禁煙 

 ② 対象：県立高等学校（附属中学校を含む）及び特別支援学校 

  ③ 期日：実施通知施行（5/24）後、準備の整った学校から速やかに実施  

     なお、実施までに課題等のある学校においては、実施目標時期を定めて課題に対応

のうえ、遅くとも H31.4.1にはすべての県立学校で実施する。 

 

３ 敷地内禁煙実施までのスケジュール 

 

  ※ 通知施行時のほか、平成 30 年９月１日現在、平成 31 年１月１日現在で実施状況を調

査、公表して早期の完全実施に取り組む。 

 

４ 喫煙者への支援 

 ① 健康相談  （喫煙による健康被害などの健康相談） 

 ② 出張健康講座（学校の職員グループに健康講座を実施。個別健康相談も可。） 

 ③ 禁煙出前講座（保健福祉事務所が学校等を訪問、職員グループへの出前講座を実施。 

          生徒向けの禁煙教育も可能。） 

 ④ 禁煙外来医療機関の案内（禁煙外来を設置する医療機関名簿の配布等） 
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